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一方、ベトナムの国内製薬会社によって、Ｙ特許がカバーする有効成分が製造・輸入・販売され

ていることが発見された。

Ｙ社の特許権行使のため、以下のような対策が講じられた。

●侵害が疑われる企業の身元調査

•	 本事案のセンシティブな面、すなわち、ベトナム人患者への安価な薬剤の提供による国家利益と特許権所		
有者の知的財産権のバランスに関する内部協議

●保健省との協議

•	 保健省及び科学技術省主催の製薬産業における知的財産権行使に関するセミナーへの参加とＹ社事例の
紹介（プレゼンでは、Ｙ特許により製造される当該薬剤の開発にＹ社がどれだけの時間・費用・労力を費
やしたか、当該薬剤が高品質なだけでなく、ベトナム人患者にも購入可能な価格であることを強調）

●国内製薬会社による特許権侵害行為につき、ベトナム知的財産研究所への確認要請

•	 Ｙ特許を侵害する薬剤の輸入・流通・宣伝・販売の即時停止と今後Ｙ社の知的財産権に対する侵害行為を
行わないことの約束を求める侵害者への停止命令送達（うち6 社は、Ｙ社の問題解決努力を認め、停止命
令に署名）

•	 科学技術省の協力の下、停止命令に署名しなかった会社の製造工場・倉庫・薬局に対する強制捜査がされ、
科学技術省監査局によって侵害品が没収され、行政処分として侵害者には罰金が科せられた

上記のような対抗策は、ベトナムにおける特許侵害薬剤の抑制に大きく寄与した。

事例 1
これは、商標所有者と警察の共同による徹底した調査の結果、モバイルデバイス・付属品の模

倣品を販売していたウェブサイトの所有者が逮捕された事例である。

世界有数のモバイルデバイス・付属品メーカーである会社Ａ（以下“Ａ社”）は、同社の模倣品

を販売しているウェブサイトを偶然発見した。ウェブサイトによれば、タイで販売する製品は中国

から輸入しており、同サイトはＡ社の最大手販売店のひとつであると主張していた。

Ａ社は告訴しタイ警察の経済犯罪担当部門ECDとの共同で徹底調査が実施された。調査の結

果、侵害に関与していた者はＡ社の模倣品を大量に輸入・販売していることが判明した。さらに、

ウェブサイトの所有者は中国から“ノーブランド”のモバイルデバイスを輸入し、Ａ社の商標が付

されたステッカーを貼り付けて販売していたことも明らかとなった。このような行為は、商標法第

110条に定める商標権侵害に相当する。商標法第110条には、模倣又は偽造された商標が付され

た製品を輸入、販売、販売勧誘、販売目的で所持した者に対しては、それぞれ４又は２年以下の

禁固刑、40万又は 20万バーツ以下の罰金もしくはその両方を科すと規定されている。

不法行為が確認された後、Ａ社とECDによってウェブサイトの所有者の自宅が強制捜査され、

3 タイ
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同所有者は商標権侵害の疑いで現行犯逮捕された。捜査段階で集められた証拠には、ウェブサ

イトの内容、業務内容、事務所・倉庫所在地、ウェブサイトの所有者・業者の身元、模倣品のサ

ンプル等があった。強制捜査の結果、700以上のモバイルデバイス・付属品の模倣品が押収され、

ウェブサイトは直ちに閉鎖された。

事例 2
日本の大手自動車会社Ｂ（以下“Ｂ社”）は、１年以上にわたり、タイにおいて保守部品の模倣

品を扱う販売店に対し法執行キャンペーンを実施している。

バンコク等の模倣品多発地域を徹底調査したところ、小売業者、卸売業者、販売店、選別施設、

保管施設等、多くの業者が模倣品の販売に関与していることが判明した。保守部品の模倣品は、

真正部品のメーカーの売上や信用に悪影響を及ぼすだけでなく、ブレーキパッド等、車両安全上

の重要部品の粗悪品も含まれていたため、消費者の安全を脅かすものでもある。そのため、Ｂ社

では、調査の結果特定された違反者を対象に、徹底的な模倣品撲滅キャンペーンを実施した。

模倣品撲滅キャンペーンには、対象施設の所有者の身元・所在地に関する情報収集、模倣品

であることの確認等が含まれる。Ｂ社は調査対象に関する証拠を収集した後、侵害の証拠を提

出の上、タイ警察のECD へ告訴した。

その後、約１年半が経ってから、模倣品の販売・供給に中心的に関与している10の対象に対

して、バンコクと他県の両方でECDによる強制捜査が実施された。ある範囲の強制捜査が終了す

ると、Ｂ社は、近くに存在する他の自動車用保守部品取扱各店舗に対して、強制捜査の事実を

伝え、同社の商標を侵害する模倣品の取扱を中止するよう協力を求める文書を送達した。

10回の強制捜査により、6,000品以上に及ぶ模倣品が押収された。その金額は、末端価格で

は120万バーツに相当する。

民事訴訟

No. 種類 新規件数 係争金額（バーツ） 処理済件数 係属中件数

1 特許・小特許・意匠 104 53,807,577,529.00 30 58

2 商標・商号 947 1,990,567,181.00 476 471

3 著作権侵害 249 3,730,084,253.00 117 132

4 ライセンス契約違反 278 1,167,854,985.00 128 150

5 営業秘密侵害 20 10,309,363,207.00 6 14

  合計 1,598 71,005,447,155.00 757 825

１）特許・小特許・意匠は、特許委員会（Patent Board）の決定に対する不服申立事件、特許侵害事件を含む。

２）商標・商号事件は、商標侵害事件、商標委員会（Trademark Board）の決定に対する不服申立事件、商標登録の取消事件を含む。

中央知的財産・国際取引裁判所の知的財産事件統計 2007 年 1月1日～ 2011 年 12 月 31日（5 年間）

注記：
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事例 1
登録商標は、1976年商標法及びその関連規則に含まれる規定に従い登録されていない場合も、

これを無効とすることができる。これに関する例として、Ginvera Marketing Enterprise Sdn 

BhdとTohtonku Sdn Bhd 間の訴訟（[2011] 6 CLJ 799）を紹介する。原告はスキンケア用ジェ

ル製品を開発し、“Marvel Gel”というブランド名での発売を開始した。被告は“Follow Me”と

いうブランド名により各種パーソナルケア製品の製造・販売を行っている。

1999 年、原告は、マレーシア知的財産公社（へ“Marvel Gel”の商標登録出願を行った。2001年、

当該商標は官報に公告され、原告の出願に対する被告からの異議申立が登録官へ通知された。

被告による異議申立にも係わらず、2002年、登録官は“Marvel Gel”に対し登録証明書を発行した。

一方被告は、2001-2003年に “Follow Me UV White Marvel Gel”として知られる同社のスキ

ンケア製品を販売し、その後“Follow Me UV White Renewal Gel”へ製品名を変更した。

2002年、原告は“Marvel Gel”の使用が商標侵害及びパッシングオフに相当するとして、被告

を訴えた。原告はさらに、出願後の被告による“Renewal Gel”という語句の使用がパッシング

オフに相当すると訴えた。一方、被告は、登録官の発行した登録証明書が1976 年商標法及びそ

の関連規則に従い発行されていないため無効であると主張した。

判決
高等裁判所判事は、審理の後、“Marvel Gel”という語句は辞書に載っている意味があり、直

接に製品の特性及び品質を示すものであるため、本来的に記述的であるとみなされるという理由

で、原告の主張を却下した。被告の“Follow Me Marvel Gel”の表示は、特徴的に原告の製品

とは異なる。被告の製品の包装においては、“Follow Me”という語句に消費者の関心をひき付け

刑事訴訟

No. 種類 新規件数 処理済件数 係属中件数

1 刑法 362 304 58

2 特許法 106 57 49

3 商標法 11,029 10,845 184

4 著作権法 14,523 10,599 3,924

5 営業秘密法 16 8 8

  合計 26,036 21,813 4,223

１）刑法は第271条～第275条に決める違反事件を含む。

３）商標法は、偽造事件（第108条）、模倣事件（第109 条）、第108条又は第109 条に定める物品の輸入・流通・販売・

 　 サービスの提供事件（第110 条）を含む。

４）著作権法は、著作権侵害事件（第27条）、視聴覚作品・映画作品・音声記録の侵害事件（第28・29 条）、

    コンピュータプログラムの侵害事件（第30 条）、著作権侵害品の流通・販売事件（第31条）、表現者の権利の

    侵害事件を含む。

注記：

4 マレーシア



【特許庁委託】
アセアン・インド・知財保護ハンドブック

【著作者】
日本貿易振興機構（ジェトロ）

＊なお、掲載した情報の収集及び編集には、
Baker & McKenzie, Ltd. のご協力をいただきました。

【発行】
日本貿易振興機構（ジェトロ）　知的財産課

〒107-6006　東京都港区赤坂 1-12-32　アーク森ビル 6 階
TEL:03-3582-5198 FAX:03-3585-7289

2013 年 3 月発行　禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が 2012 年 8 月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正や
名称変更等によって変わる可能性があります。また、掲載した情報・コメントは著作者の判断によるものですが、
一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りいたします。


	1-JET(H1-2).pdf
	2-JET（CH1）001-007P
	3-JET(chap1)008-012P
	JET(CH2-013-044)
	5-JET(CH3-045-070)
	6-JET(CH4-5-070-096
	7-JET(H3-4)



